
 現行「仙台市障害者保健福祉計画」及び「仙台市障害福祉計画（第6期）・仙台市障害児福祉計画（第2期）」の主な実施状況について

①理解促進・
差別解消

○障害理解サポーター事業
○市民協働による障害理解・差別解消に関する普及啓発事業
○学生向け障害理解ワークショップ「ココロン・スクール」

〇若年層から継続した障害理解啓発事業の実施
〇事業者並びに市民に対する法改正・条例改正の更なる周知

②虐待防止・
成年後見制度
等

○障害者虐待防止体制の整備
○成年後見制度の利用支援
○日常生活自立支援（市区権利擁護センター、成年後見総合セン
ター）

〇障害者虐待防止の更なる推進

①早期発見・
早期支援

○発達評価体制強化事業
○発達障害に関する専門性の確保と地域医療とのネットワークづく
り
○発達相談総合情報提供

〇子供の発達や子供に対する適切な対応に関する一層の理解促進

②保育・療育
○児童発達支援センターにおける支援の拡充
○子育て・教育・福祉に係る機関と施策間の連携の強化
○幼稚園・保育所・学校等とアーチルの連携の強化

〇地域相談員の支援力向上
〇児童発達支援センターによる地域支援機関との連携の推進
〇幼稚園・保育所・学校への訪問支援による連携の強化

③教育・発達
支援

○子育て・教育・福祉に係る機関と施策間の連携の強化（再掲）
○幼稚園・保育所・学校等とアーチルの連携の強化（再掲）
○発達障害児等の教育推進

〇保育所・幼稚園・学校への訪問支援による連携の強化
〇在籍先での支援を支えるアーチルによる支援の充実

④放課後支援
○放課後等デイサービスによる支援
○重症心身障害・医療的ケア児者支援体制整備
○児童館等における要支援児の受け入れ

〇放課後等デイサービスにおける医療的ケア児の受入体制の拡充

⑤家族支援
○重症心身障害・医療的ケア児者支援体制整備（再掲）
○障害のある方の家族支援等の推進
○発達障害児の家族支援体制の整備・充実

〇子供の良いところを認めて対応する「ペアレントプログラム」のよ
り一層の普及
〇家族教室や「初期支援プログラム」による保護者支援メニューの充
実

①相談支援
○地域生活支援拠点事業
○基幹相談支援センター設置
○精神障害者家族支援事業

〇ネットワーク形成と役割分担のあり方
〇地域の支援機関への理解促進
○精神障害者家族支援事業について、安定的な事業の継続に向けた、
家族スタッフとなりうる人材の確保

②生活支援

○医療型短期入所連携強化
○重症心身障害児者に対する入浴事業
○多様な障害特性に応じた機能訓練や生活訓練などのきめ細やかな
支援の実施

〇重症心身障害児者に対する入浴事業における送迎のあり方
〇視覚障害者、高次脳機能障害者の心身機能又は社会生活力の向上を
目的とした障害者福祉センターの自立訓練（機能訓練、生活訓練）事
業の推進
〇視覚障害者支援センター（ＩＣＴサポートセンター）におけるＩＣ
Ｔ機器の利用機会の拡大や活用能力の向上
〇医療型短期入所事業所等の利用促進につながるような事業所間連携
の強化

③居住支援
○障害特性に応じた「住まいの場」の確保に向けた支援
○障害の重度化・高齢化に応じたグループホームの整備促進
○医療的ケア障害者対応型グループホーム運営費補助

〇重症心身障害者、医療的ケア者、強度行動障害者等の重度障害者の
住まいの場の確保。
〇仙台市グループホーム連絡会との連携による整備促進及び支援の質
の向上

④地域移行・
地域定着支援

○精神障害のある方の地域移行支援・地域定着支援

○障害特性や様々なニーズに対応できる多様な住居資源の確保や居住
支援サービスの提供体制整備のあり方
○地域において支援に携わる職員の支援力向上に向けた取組のあり方
○仲間同士の連帯を強め孤立を予防するピアサポート体制整備のあり
方

⑤保健・医
療・福祉連携

○重症心身障害・医療的ケア児者支援体制整備（再掲）
○高次脳機能障害のある方への支援
○ひきこもり者地域支援事業

〇高次脳機能障害関連機関における連携強化
〇ひきこもり者に適切な支援を提供するための、実態や支援ニーズの
把握
○ひきこもり者や障害者の親なきあとの生活を見据えた支援の充実

⑥給付・手当
等

○心身障害者医療費の助成
○特別児童扶養手当の支給

〇受給者数増加に伴う心身障害者医療費助成の処理・手続き量の増加

①一般就労・
福祉的就労

○一般就労への移行促進
○福祉的就労の充実
○障害者就労への理解促進

○就労移行支援事業所等の関係機関の支援スキル向上
◯福祉的就労利用者の工賃向上のための販路拡大等の支援
○市民や企業等に対する障害者就労への理解促進
○より多様化する雇用に対応した支援の在り方

②日中活動 ○障害者福祉センター運営管理
〇重症心身障害児者、医療的ケア児者及び発達障害がある方への受入
れ体制の強化

③スポーツ・
レクリエー
ション・芸術
文化

○２０２０東京パラリンピックに向けた選手発掘・育成関連事業
○各種レクリエーション活動の推進
○文化・芸術活動の振興

○障害者スポーツへの関心を継続させる取組の検討
○障害者スポーツに継続して参加できる環境の整備

④当事者活動

○精神障害者ピアカウセリング事業
○セルフヘルプグループの育成支援
○知的障害のある方の本人活動の支援
○精神障害のある方の障害者ボランティア活動の支援

〇精神障害者ピアカウンセリング事業における、当事者団体に係る情
報発信のあり方、新たな当事者団体及びメンバーの発掘・育成

⑤移動・外出
支援

○障害のある方への交通費等の助成
○外出支援等のサービス提供
○ガイドヘルパーの派遣

〇同行援護及び行動援護について、サービスを提供する事業所及びヘ
ルパーの確保

⑥意思疎通支
援

○点字・声の広報発行
○障害のある方のコミュニケーションの支援

○意思疎通支援者の着実な養成

①バリアフ
リー・ユニ
バーサルデザ
イン

○ひとにやさしいまちづくりの推進
○バス及び地下鉄のバリアフリー化の推進

〇バス及び地下鉄のバリアフリー化の推進について、設備整備に向け
た関係機関との調整

②サービス提
供体制の基盤
整備

○（仮称）青葉障害者福祉センターの整備
○生活介護事業所の整備
○指導監査の推進

〇（仮称）青葉障害者福祉センターについて、設計の実施
〇受入枠の状況及び将来的需要を考慮した生活介護事業所の新規整備
に対する支援の検討
〇老朽化が進む障害者支援施設等の改築・大規模修繕に対する整備促
進の検討
〇指定障害福祉サービス事業所の増加に伴う、不適切な届出や請求等
の案件の増加

③防災・減災
等

○人工呼吸器装着児者等に対する災害時個別計画作成の推進
○事業継続計画（BCP）策定の普及・啓発
○災害時要援護者情報登録制度

〇本人、家族及び支援者への周知
〇関係機関及び支援者との連携
〇事業継続計画策定の普及・啓発
〇災害時要援護者個別避難計画策定に向けた対応

④事業所支
援・人材支援

○障害福祉サービス従事者確保支援
○各専門相談機関や相談支援事業所、障害者就労支援センター等に
よる研修やセミナー等の実施

〇事業所の枠を超えた職員の交流等による人材確保定着支援の強化
〇障害福祉サービスのイメージ向上

（５）安心して暮らせる生
活環境の整備

（４）生きがいにつながる
就労と社会参加の充実

（２）障害のある児童や発
達に不安のある児童に対す
る支援の充実

（３）地域での安定した生
活を支援する体制の充実

市民に対する障害理解のさらなる促進
①地域における理解者の増加を目的とした障害
理解サポーター事業の推進
②パラリンピックを契機とした障害者スポーツ
による障害理解の促進
③文化芸術活動を通じた市民協働による障害理
解・差別解消に関する普及啓発の促進

障害のある児童や発達に不安のある児童への
切れ目のない支援の充実
①子どもの発達に関する総合情報提供
②発達特性や環境に応じたライフステージごと
の療育等の体制づくり
③子育て・教育・福祉に係る機関及び施策間の
連携の強化

重い障害等のある方に対する支援の充実
①重症心身障害児向けの放課後等デイサービス
事業所の整備促進
②重症心身障害児者に対する入浴事業の新設
③医療的ケア児者などが安心して利用すること
ができる短期入所事業所の整備促進
④人工呼吸器装着児者をはじめとする重い障害
のある方の災害時個別支援計画作成の推進
⑤中途視覚障害、高次脳機能障害、難病の方な
ど多様な障害特性に応じた機能訓練、生活訓練
などのきめ細やかな支援の実施

地域で安心して暮らすための相談等支援体制
の整備
①緊急時でも地域での生活を支えるための地域
生活支援拠点等の整備
②地域における相談支援体制を支える基幹相談
支援センターの設置
③精神障害のある方を支える家族に対する相談
支援等の充実

安定して働くことができる就労支援体制の整
備
①より幅広い業種を対象とした雇用促進及び啓
発
②就職後も働き続けるための就労定着の取り組
みの強化
③企業等への個別訪問強化による障害のある方
が働きやすい職場づくりの促進

地域に必要な機能のための基盤整備
①（仮称）青葉障害者福祉センターの整備
②重い障害のある方の日中活動の場である生活
介護事業所の整備
③障害の重度化・高齢化に応じたグループホー
ムの整備促進
④障害福祉分野で働く人材の確保と定着の支援

（１）共生社会の実現に向
けた障害理解の促進と権利
擁護の推進

重点分野 施策体系 主な事業 課題・新たな視点


